
名称
所在地

成 日 成 日 間

浮消波堤 基 L= ｍ
連絡橋 橋長 ｍ 片持ち型斜張橋 愛称 びゅうブ ッ
イケ 基 観光用 会社所
管理棟 RC F 延べ面積 ． ㎡
駐車場 台 海岸掛け出し 台 陸上山側 台
その 照明施設 橋上案 施設 倉庫兼休憩所
管理物件 海釣 施設 の運営 び維持管理
管理物件 海釣 施設 の利用者の規制 び監視
利用料の徴収
その 施設の管理 必要 事項 業務

＜ 成 度施設利用者数＞
営業日数 入場の 外釣 計

25 32 417 449

28 78 589 667

25 13 370 383

25 54 420 474

25 159 673 832

26 98 859 957

27 51 829 880

23 30 540 570

22 12 414 426

15 27 266 293

22 8 179 187

25 12 223 235

合計 288 574 5,779 6,353 単位 人

＜指定管理者 し の収入 支出 決算 ※H 度＞ 単位

売 上 高
売 上 高
管 理 収 入
売 上 原 価

入 高
合 計

売 上 総 利 益
販売費及び一般管理費

営業損失 △損失
営業外収益

利 息
雑 収 入

経常損益 △損失
特別損失

 固定資産除却損 △損失
税引前当期純利益 △損失

当期純利益 △損失

幡浜市カ チャ アイ ン施設名

施設利用状況

収支状況

指定管理者

指定管理者の業務

施設の概要

指定期間

様式                                                                                                    表す 資料

904,556

宇和海文化都市開発株式会社

※ 成 度 成 度 の 間 更新

指定管理者評価 成 度

評価担当課

幡浜市向灘 番地

水産港湾課

△ , ,

科 目

7,477,019

3,409,259 10,886,278

904,556 904,556

1,588

263 1,851

△ , ,

9,981,722

△ , ,

△ , ,

金 額

△ , △ ,

11,184,041



評 価 項 目 定 評 価 内 容

市民 等 利用を確保 う 効 手段 講 い

市民 利用 進 特定 団体等を優遇 そ い

利用者 対 サ ビ 向 策 適

利用者 苦情 処理及び利用者 対 要望 把握並び こ 対 実現策 適当

施設 利用拡大 向けた方策 適

総合的 収支計画 適 管理経費 縮減 内容 い

収支計画書 利用料金収入を向 させ 内容 い

自主事業 計画書 内容 適

人件費 設定 職員費 見合 た内容 適

経費削減 市民サ ビ 低 を招くこ い方策 い

施設 現状を く認識 今後 管理 あ 方 い 具体的 適 提案 さ い

法人等 経営状態 問題 い

施設 管理業務 職員体制 十

そ 他管理経費 設定 無理 い

施設 管理業務 うち 第 者 行わせ 業務 必要最小限 範

種 施設 管理実績 あ 必要 管理能力を こ 期待

個人情報保護 措置 適 講 見込み あ

衛生管理 火気管理等 安心 安全 施設管理 期待

管理業務 地元 用 市内調 考え方及び実現性 適

地域活動へ 参加等 地元貢献 い 考え方及び実現性 適

評価 コメン

経費面 自主事業 あ ン経営を 成 ７ ９ い ぱい 中 経営努力を行 い
経営面 県内 数少 い管理釣 場 特徴を活 定着 い 外釣 を中心 初心者やフ ミ 気
軽 楽 う 具貸出等 サ ビ を提供 安定 た 客を目指 い

総括評価

成 開設以来 当市 海洋 ャ 観光施設 役割を果た い
成 ７ 度 来場者数 減少 た 自主事業 あ ン経営を９ い ぱい 休 経費面 経営努力を実施

た

                                                           指定管理者評価 成 ７ 度                                    表 資料

そ 他 当該 施設 設置目的を
成 た 必要 あ 市長等

定 基準
第 号

B

C

C

B

事業計画書 内容 当該 施設
効用を最大限 発揮させ そ
管理 経費 縮減

あ こ
第 号

施設 幡浜市カ チャ イ ン                                                                

事業計画書 沿 た管理を安定 行う
物的能力及び人的能力を 又

こ 確実 あ こ
第 号

事業計画書 内容 市民 等 利用
を確保 及びサ ビ 向

あ こ
第 号

総合評価 基準 総合点数９ 点以 総合点数７ 点以 総合点数 点以 ７ 点未満 総合点数 点未満

総 合 評 価 B


